
納 め 忘 れ の な い 、 口 座 振 替 の ご 利 用 を お す す め し ま す 。

預貯金通帳・口座お届印・納税（入）通知書をお持ちになり、金融機関もしくは市役所の窓口

で青梅市市税等口座振替依頼書に必要事項を記入してお申し込みください。

※ゆうちょ銀行は直接最寄りの郵便局窓口にてお申込みください。

〔注〕

○指定できる預貯金口座は、納税（入）者本人名義の口座です。ただし、承諾を得た場合に

は納税（入）者本人以外の口座も指定できます。

○一度お申込みをしますと、翌年度以降も継続します。ただし固定資産税については、相続

等により納税義務者名が変更になった場合、改めてお申込みが必要となります。

○口座振替依頼書に記載する通知書番号は、納税（入）通知書に記載されていますが、不明

の場合は市役所収納課へお問い合わせください。

○通知書番号の異なる共有分や納税管理人設定分の固定資産税を申込む場合は、それぞれ

依頼書を提出してください。

○口座振替の開始期については右表をご参照ください。

○軽自動車税（種別割）は、お申込みされた納税義務者の方がお持ちのすべての車両(４月１

日現在所有しているもの)について口座振替となります。

○口座振替依頼書は市役所の窓口および市内の金融機関に備えてあります。

（１）市民税・都民税・森林環境税（普通徴収分のみ）

（２）固定資産税・都市計画税 （５）後期高齢者医療保険料（普通徴収分のみ）

（３）軽自動車税（種別割） （６）介護保険料（普通徴収分のみ）

（４）国民健康保険税（普通徴収分のみ）

市 税 等 の 納 付 は 便 利 な 口 座 振 替 で

申 込 み 方 法

口 座 振 替 で き る 税 目 等

口 座 振 替 で き る 金 融 機 関 等 ＝ 以 下 の 本 支 店 ＝

みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 りそな銀行

埼玉りそな銀行 きらぼし銀行 飯能信用金庫 西武信用金庫

青梅信用金庫 多摩信用金庫 東京厚生信用組合 中央労働金庫

ゆうちょ銀行

（郵便局）

東京都信用農業

協同組合連合会

西東京農業協同組合を含む

都内各農業協同組合
金融機関窓口での受付期限は毎月１０日（土・日・祝の場合は翌営業日）までとなります。

口 座 振 替 の 開 始 期 （令和６年度分）

税目等

市役所受付日

（必着）

市 民 税
都 民 税
森林環境税

固定資産税
都市計画税

軽自動車税
（種別割）

国 保
後 期
介 護

令

和

６

年

３月５日まで

令和６年度

１期分から

令和６年度

１期分から

令和６年度分

から 令和６年度

１期分から

４月５日まで

５月７日まで

２期分から

令和７年度分

から

６月５日まで

２期分から

７月５日まで

３期分から

２期分から

８月５日まで

３期分から

３期分から

９月５日まで ４期分から

１０月７日まで

４期分から

５期分から

１１月５日まで ６期分から

１２月５日まで

４期分から

７期分から

令

和

７

年

１月６日まで

令和７年度

１期分から

８期分から

２月５日まで

令和７年度

１期分から

令和７年度

１期分から

３月５日まで

４月７日まで

※ 国保＝国民健康保険税、後期＝後期高齢者医療保険料、介護＝介護保険料



令 和 ６ 年 度 市 税 等 納 期 一 覧 表

納 期 月 納 期 限

税目等

市 民 税
都 民 税
森林環境税

固定資産税
都市計画税

軽自動車税
（種別割）

国 保
後 期
介 護

令

和

６

年

５ 31㈮ １期 全期

６ 7/1㈪ １期

７ 31㈬ ２期 １期

８ 9/2㈪ ２期 ２期

９ 30㈪ ３期

10 31㈭ ３期 ４期

11 12/2㈪ ５期

12 1/6㈪ ３期 ６期

令

和

７

年

１ 31㈮ ４期 ７期

２ 28㈮ ４期 ８期

※ 国保＝国民健康保険税、後期＝後期高齢者医療保険料、介護＝介護保険料

◎お問い合わせは 青梅市役所

・保険年金課 国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

・課 税 課 市民税・都民税・森林環境税

軽自動車税（種別割）

固定資産税・都市計画税

・介護保険課 介護保険料

・収 納 課 納付に関すること

〒198-8701 東京都青梅市東青梅 1-11-1 ☎0428（22）1111

青梅市ホームページＵＲＬ https://www.city.ome.tokyo.jp/

○青梅市役所および梅郷、沢井、小曾木、成木の各出張所の窓口

○納税（入）通知書に記載されている金融機関の本・支店の窓口（郵便局の場合は関東各都県お

よび山梨県内にある局に限ります）

○口座振替

○コンビニエンスストア（取扱店舗等は納税（入）通知書、青梅市ホームページをご覧ください）

○スマートフォン決済

Pay B、LINE Pay、楽天銀行コンビニ支払サービス、FamiPay、PayPay、au PAY、d 払い

○地方税統一ＱＲコード

対象税目：市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

(種別割)、国民健康保険税

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

〇地方税お支払いサイト

詳細は、https://www.payment.eltax.lta.go.jp でご確認ください。

○クレジットカード決済

対象税目：市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税

(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

専用サイト：https://koukin.f-regi.com/fc/ome_city/

○郵便振替

郵便振替で送金されるときは、「払込取扱票」に住所、氏名、電話番号、税目等を記入し、払

い込んでください。郵便振替は全国の郵便局でご利用いただけます。

※納期限を過ぎた場合は、延滞金が加算されることがあります。

日ごろ、仕事などで市役所や金融機関等で納付が困難な方のために、次のとおり夜間窓口を開設

します。納付や納付相談等にご利用ください。

※日時は変更される場合があります。

◎夜間窓口 毎週木曜日 午後８時まで（祝日を除く）

◎取扱事務 市税・国保・後期・介護の納付(納入)、納税証明書の発行、納付相談

◎場 所 市役所１階 １４番 収納課

※窓口にお越しの際は、個人情報保護のため、本人確認書類をお持ちください。

〔注〕○振替済のご確認は、預貯金通帳への記帳によりお願いいたします。

○振替日（納期限）に預貯金残高が不足しておりますと口座振替ができませんので、納期

限前にもう一度預貯金残高を確認してください。

○振替日に振替ができませんと、その後不足分を口座に入金しても、改めて振替えること

はできません。

〇口座振替を申し込んでいる場合でも、徴収方法が年金からの特別徴収となった場合は特

別徴収が優先されます。

ご 利 用 く だ さ い 夜 間 窓 口

口 座 振 替 を ご 利 用 の 方 へ

納 付 方 法

https://www.city.ome.tokyo.jp/
https://www.payment.eltax.lta.go.jp
https://koukin.f-regi.com/fc/ome_city/

